
地域就職氷河期世代支援加速化交付金（令和元年度補正予算額 30億円）

〇 就職氷河期世代支援においては、地方公共団体において、当該地域における就職氷河期世代の方々の実態やニーズを踏まえ、

地域の経済団体、就労、福祉等の関係機関、当事者団体や支援団体等が連携しながら取組を進めることが重要。

〇 このため、先進的・積極的に就職氷河期世代への支援に取り組む地方公共団体等を支援するとともに、優良事例を横展開。

事業メニュー（交付金対象例）

〇地域における就職氷河期世代の実態調査、ニーズ把握、効果

検証

・地域のシンクタンク等への委託 等

〇就職氷河期世代に特化した相談支援の実施

・就労のみならず生活・健康・社会参加等について相談を受け、関係機関に

つなぐための相談窓口の開設 等

〇多様な働き方や社会参加の場の創出

・ひきこもりの者に対する居場所の整備・提供

・就職氷河期世代への支援を強化する認定就労訓練事業所への支援

・長く働けなかった中高年の子どもと元気な高齢の親が、一緒に働く機会の

提供（いわゆる「親子ペア就業」） 等

〇地域の創意工夫を活かした就職説明会の開催 等

〇社会参加や就労に向けた活動のネックとなる経済的負担の軽減

・広域移動時の交通費の支給

・就労を前提とした奨学金の返還支援 等

〇他の国庫補助金等の対象となっている事業の充実・強化 等

・補助対象人数を超えた相談員の配置

・補助対象回数を超えた支援人材養成研修の開催

・地方公共団体等独自の事業について、就職氷河期世代支援のための拡充
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事業毎に、重要業績評価指標（KPI）を設定し、その達成状況
を事業年度ごとに効果検証、計画期間終了後に事後評価

プラットフォーム



○高度人材の受入れを推進するためのヒアリングや、地
域雇用の状況を把握するためのヒアリングなどを行い
ます。

〇就職氷河期世代等の支援に社会全体で取り組む気運を
醸成し、支援の実効性を高めるための官民協働スキー
ムとして、就職氷河期世代支援に関する官民協働プ
ラットフォームを形成等を行います。

○雇用対策の立案等に資する調査を実施します。特に就
職・採用活動開始時期に関する学生の意識・行動等の
把握を通じ、就職・採用活動の円滑な実施に資するこ
とを目的として、調査を実施します。

○ 「骨太方針2019」（令和元年６月21日閣議決定）
等に基づき、高度人材受入れの推進のための取組、地
域の雇用の状況の把握、その他必要となる総合的な雇
用対策の立案等を実施するとともに、就職氷河期世代
支援のため、関係省庁と連携して施策を推進します。

○「日本再興戦略」（平成25年６月14日閣議決定）、
「『日本再興戦略』改訂2014」（平成26年６月24日閣
議決定）及び「経済財政運営と改革の基本方針2015」
（平成27年６月30日閣議決定）等に基づき、「我が国
の若者・女性の活躍推進のための提言」（若者・女性
活躍推進フォーラム）に盛り込まれた若者の活躍推進
策を着実に推進できるよう立案等を実施します。特に、
安倍内閣総理大臣が平成25年４月に経済界に対して要
請を行い実現した、平成27年度卒業・修了予定者から
の就職・採用活動開始時期の後ろ倒しについて、その
実施状況を把握するとともに、就職・採用活動の円滑
な実施に向け、関係省庁と連携し、必要な政策の立案
等を行います。

雇用対策の総合的推進に必要な経費
（内閣府政策統括官（経済財政運営担当）付参事官（産業・雇用担当）、参事官（企画担当））

令和２年度予算額 ０．１億円【うち優先課題推進枠０．0３億円】 （令和元年度当初予算額 ０．０７億円）

事業イメージ・具体例

資金の流れ

○高度人材の受入れを推進することで、日本経済の更な
る活性化、競争力の向上に資することが期待されます。

〇就職氷河期世代支援に社会全体で取り組む気運を醸成
することなどにより、就職氷河期世代の方々の活躍の
場を更に広げられることが期待されます。

○就職活動を含む雇用問題の現状を把握し、必要となる
雇用対策の立案等を実施することにより、雇用問題の
改善に資することが期待されます。

期待される効果

国 シンクタンク

学生の就職・採用活動開始時期等
に関する調査

一般競争入札

調査費

事業概要・目的・必要性



国

委嘱謝金
民間事業者

（事業の運営支援）

① センター機能普及事業
・センター機能を普及するため、地方公共団体における
下記事業の実施を支援します。
（１）センター機能普及研修

相談機関の職員を対象に、センター機能を担うた
めに必要なノウハウの共有のための研修を実施し
ます。

（２）個別支援等に係る専門職員派遣
新たにセンター機能を担うこととなる相談機関に、

監督・助言者として、専門職員を派遣します。

② センター機能高度化事業
・センター機能を高度化するため、地方公共団体におけ
る下記事業の実施を支援します。
（１）センターとして有用なノウハウ等を協議・発展さ

せるための会合
（２）センターにおけるＳＮＳを活用した相談、助言等

の取組の試行とその結果の他のセンターとの共有
（３か年計画の２年度、２か所において実施）。

（３）ポスト青年期を過ぎようとしている者への対応に
関する講習（新規）

○ 目的
子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号。以下

「法」という。)第13条では、地方公共団体は、子ども・若
者育成支援に関する相談に応じ、関係機関の紹介その他の
必要な情報の提供及び助言を行う拠点（子ども・若者総合
相談センター。以下「センター」という。）としての機能
を担う体制を確保するよう努力義務が課されています。

これを踏まえ、各地方公共団体における、体制の確保を
促進するとともに、既存のセンターとしての機能を向上さ
せることを目的とします。

○ 事業概要
①センターとしての機能を担うために必要なノウハウを

普及する取組及び②同ノウハウを高度化させる取組の支援

子ども・若者総合相談センター強化推進事業（内閣府政策統括官（共生社会政策担当））

2年度予算額 0.３億円
（元年度予算額 0.３億円）

事業概要・目的 事業イメージ・具体例

各自治体においてセンターとしての機能を担う体制を
確保することにより、子ども・若者育成支援に関する相
談に応じ、関係機関の紹介その他の必要な情報の提供及
び助言を行うことが可能となる。

期待される効果

（一般競争入札）

資金の流れ

【拡充】



地域女性活躍推進交付金
（元年度補正予算額１.５億円、２年度予算額１.５億円）

男女
センター

国民間企業

農林水産
団体

教育機関

都道府県

・経済産業局
・労働局 等

・男女担当部局
・経済担当部局
・福祉担当部局 等

医療法人
社会福祉法人

・商工会
・農協
・銀行

等

市区町村

【補助率】
２分の１
（活躍推進型、寄り添い支援型）

地域経済
団体

特定非営利
活動法人（NPO）

<多様な主体
の連携・参画>
（コミットメント
の明確化）
人材、資金、
ノウハウ等の
提供・共有等

金融機関

女性活躍推進法
に基づく協議会等
多様な主体による
連携体制

＜地域における女性活躍の推進・課題解決＞
• ｢地域性｣を踏まえた ・定量的成果目標設定・｢見える化｣

（Ｍ字カーブの解消、中小企業における女性の継続就業、女
性の登用拡大、管理職の意識改革、働き方改革、様々な困
難・課題を抱える女性に対する支援 等）

・官民連携
・地域連携
・政策連携

【交付上限】 各区別ごと

都道府県 800万円（注）

政令指定都市 500万円
市区町村 250万円
注）推進計画未策定市町村への策定支援事業実施等の

条件付きで1,000万円とする。

【交付対象】
地方公共団体

○活躍推進型

女性管理職育成の取組など地域の実情に応じた女性活躍につながる
取組を支援

・女性リーダー・管理職育成セミナー
・就職ワンストップ支援、サテライト・オフィス、起業支援
・就労や正規雇用化に向けたセミナー・研修 等
・トップの意識改革、一般事業者行動計画策定の後押し等

○ 寄り添い支援型 ※拡充部分

様々な課題・困難を抱える女性に寄り添い、就労又は就労の前段階と
なる社会とのつながりの回復・自立につなげる取組を支援

・多様な課題・困難に向き合う、寄り添った相談支援

・適切な福祉施策・自立支援施策・就業支援施策への連携
・連携後の適切なフォローアップや継続的相談
・女性に特化した自立支援・意識向上プログラムの実施 等

他の地域の
• 地方公共団体
• 地域経済団体

等

情報提供内閣府
地方公共団体
（関係団体と

連携） 交付

申請



地域女性活躍推進交付金の区分

活躍推進型（従来と同様） 寄り添い支援型

【想定する対象者】

〇就業能力はあるが、就業していない女性
• 子育てが一段落した女性、子育て中の女性

〇就業しており、更なる経済的自立や活躍に向けた
後押しが必要な女性
• 不本意非正規雇用就業者
• 女性役員・管理職の候補となり得る人材

【想定する対象者】

〇多様な課題・困難を抱える女性で、社会参画や就労
に向けて、特に、メンタル面での寄り添った支援が必
要な者（無職の方）
• 女性差別やハラスメント等による悩み、トラウマ等を抱え、

社会参加や就業ができていない者

【取組内容（例）】
〇女性への支援
・女性リーダー・管理職育成セミナー
・就職ワンストップ支援、サテライト・オフィス、起業支援
・就労や正規雇用化に向けたセミナー・研修等

〇企業側への働きかけ
・トップの意識改革、一般事業者行動計画策定の後押し等

【取組内容（例）】
〇多様な課題・困難に向き合う、寄り添った相談支援
・臨時専門相談員による相談
・相談スタッフ、職員への研修 等

〇社会とのつながりの回復・就業に向けた寄り添った
支援
・適切な福祉施策・自立支援施策・就業支援施策への連携
・連携後の適切なフォローアップや継続的相談
・女性に特化した自立支援・意識向上のため講座・実習等

困難への対応
社会との

つながりの回復
就業 経済的自立 更なる活躍

寄り添い支援型（多様な課題・困難を抱える女性）

（段階ごとで見た区分のイメージ）

活躍推進型



〔女性に限定している理由等〕
・ 女性が抱える様々な課題・困難の背景には、我が国に存在し、根深く残っている男女間の格差、女性に対する差別やハ
ラスメントの問題、固定的性別役割分担意識がある。こうした課題・困難を抱える女性を支援していくに当たっては、ジェン
ダーの視点を十分に踏まえた専門性を持って、相手に寄り添い、相手の課題・困難を丁寧に傾聴して、心理的負担の軽減
や、自ら解決方法を見出せるように支援することや、必要な支援につなげていくことが基本である。
また、こうした女性の多くが、男性に対する恐怖心を抱いていることもあり、女性のみを対象とした安心できる環境でのプ

ログラム実施も必要。
・地域の男女共同参画センターや民間女性支援団体には、寄り添った相談や支援についてのノウハウが蓄積されていると
ともに、女性からの相談窓口としての信頼や認知度があるため、その中心的な役割を果たすことが適当。

地域女性活躍推進交付金（寄り添い支援型）と他省庁事業との区分

困難への対応
社会との

つながりの回復
就業 経済的自立

①様々な課題・困難を抱える女性を対象としている。

②社会とのつながりの回復・就業に向けた相談や、これから派生する女性向け事業を対象とし
ている。

他の自立支援・福祉・就労支援事業につなげることが基本である一方で、メンタル面等におけ
る継続的サポートが必要な場合には、継続的な寄り添った相談支援や同行支援を行う。

一般的な
悩み相談
や、直面す
る問題解
決（ＤＶへ
の対応等）
は、本事業
の対象外。

生活困窮者自立支援、
福祉施策、就労支援施策

自立・就業等に向けた
寄り添った相談

・課題の把握
・心理的負担軽減

・支援への接続

継続的な寄り添った相談支援や同行支援

女性のみを対象としたプログラム
（例：引きこもり女子会、カフェで就労等）
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